
 

長野市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）要綱 

 

教育委員会事務局学校教育課 

 事   項      説                 明 

１ 改正の理由 

 

 

 

 長野県学校職員の期末手当等の支給割合が改定されるため、こ

の条例で定める長野市立学校の学校職員（以下「学校職員」とい

う。）の期末手当等の支給割合についても同様に措置することに

伴い、改正するもの 

２ 改正の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な内容は、次のとおり 

(1) 学校職員に対して令和３年度12月期に支給する期末手当の支

給割合を次のように引き下げる。 

現行 改定後 

1.275月 1.125月 

(2) 学校職員に対して令和３年度12月期に支給する勤勉手当の支

給割合を次のように引き上げる。 

現行 改定後 

0.925月 0.975月 

（以上第１条関係） 

(3) 学校職員に対して令和４年度６月期及び12月期に支給する期

末手当の支給割合を次のように改める。     

区分 現行（令和３年度） 改定後（令和４年度） 

６月 1.275月 1.2月 

12月 1.125月 1.2月 

(4) 学校職員に対して令和４年度６月期及び12月期に支給する勤

勉手当の支給割合を次のように改める。     

区分 現行（令和３年度） 改定後（令和４年度） 

６月 0.925月 0.95月 

12月 0.975月 0.95月 

（以上第２条関係） 

(5) 長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

 （附則第３項、附則第４項関係） 

３ 施行期日等 

 

 令和３年12月１日から施行する。ただし、(3) 及び(4) につい

ては、令和４年４月１日から施行する。 

４ 審 議 状 況 

 

(1) 法規審査委員会の決定         11月 26日 

(2) 庁 議 の 決 定          月  日 

報告１号 



 

長野市立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

第１条 長野市立学校職員の給与に関する条例（昭和41年長野市条例第96号）の一部

を次のように改正する。 

   第13条第２項中「 100分の 127.5」を「 100分の 112.5」に改め、同条第３項中 

「 100分の 127.5」を「 100分の 112.5」に、「 100分の70」を「 100分の65」 

に改める。 

 第13条の４第２項第１号中「 100分の92.5」を「 100分の97.5」に改める。 

 

第２条 長野市立学校職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第13条第２項中「 100分の 112.5」を「 100分の 120」に改め、同条第３項中 

「 100分の 112.5」を「 100分の 120」に、「 100分の65」を「 100分の67.5」 

に改める。 

 第13条の４第２項第１号中「 100分の97.5」を「 100分の95」に改める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年12月１日から施行する。ただし、第２条及び附則第４項の

規定は、令和４年４月１日から施行する。 

 （委任） 

２ この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 （長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

３ 長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年長野市条例第46号）

の一部を次のように改正する。 

  第８条第３項中「 100分の 127.5」を「 100分の 112.5」に、「 100分の 165」

を「 100分の 160」に改める。 

４ 長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第８条第３項中「 100分の 112.5」を「 100分の 120」に、「 100分の 160」を 

「 100分の 162.5」に改める。 
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長野市立学校職員の給与に関する条例 新旧対照表【第１条関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市立学校職員の給与に関する条例 ○長野市立学校職員の給与に関する条例 

昭和41年10月16日長野市条例第96号 昭和41年10月16日長野市条例第96号 

（期末手当） （期末手当） 

第13条 略 第13条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の112.5を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 再任用学校職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の

112.5」とあるのは「100分の65」とする。 

３ 再任用学校職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の

127.5」とあるのは「100分の70」とする。 

４～６ 略  ４～６ 略  

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第13条の４ 略 第13条の４ 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、教育委員会規則で定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の

額の、次の各号に掲げる学校職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号

に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、教育委員会規則で定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の

額の、次の各号に掲げる学校職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号

に定める額を超えてはならない。 

(１) 前項の学校職員のうち再任用学校職員以外の学校職員 当該学校職

員の勤勉手当基礎額に当該学校職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した学校職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項

及び附則第13項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の

97.5を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の学校職員のうち再任用学校職員以外の学校職員 当該学校職

員の勤勉手当基礎額に当該学校職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した学校職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項

及び附則第13項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の

92.5を乗じて得た額の総額 

(２) 略 (２) 略 

３～５ 略 ３～５ 略 
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長野市立学校職員の給与に関する条例 新旧対照表【第２条関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市立学校職員の給与に関する条例 ○長野市立学校職員の給与に関する条例 

昭和41年10月16日長野市条例第96号 昭和41年10月16日長野市条例第96号 

（期末手当） （期末手当） 

第13条 略 第13条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の112.5を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 再任用学校職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の

120」とあるのは「100分の67.5」とする。 

３ 再任用学校職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の

112.5」とあるのは「100分の65」とする。 

４～６ 略  ４～６ 略  

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第13条の４ 略 第13条の４ 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、教育委員会規則で定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の

額の、次の各号に掲げる学校職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号

に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、教育委員会規則で定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の

額の、次の各号に掲げる学校職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号

に定める額を超えてはならない。 

(１) 前項の学校職員のうち再任用学校職員以外の学校職員 当該学校職

員の勤勉手当基礎額に当該学校職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した学校職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項

及び附則第13項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の

95を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の学校職員のうち再任用学校職員以外の学校職員 当該学校職

員の勤勉手当基礎額に当該学校職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した学校職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項

及び附則第13項第４号において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の

97.5を乗じて得た額の総額 

(２) 略 (２) 略 

３～５ 略 ３～５ 略 
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長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 新旧対照表【附則第３項関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 ○長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

平成15年12月24日長野市条例第46号 平成15年12月24日長野市条例第46号 

（給与に関する条例の適用除外等） （給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 略 第８条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例第３条第１項及び第２項、第

13条第２項並びに第14条の７第１項の規定の適用については、学校職員給

与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年長野市条例第46号）第７

条の規定」と、同条第２項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条の規定」と、学校職員

給与条例第13条第２項中「100分の112.5」とあるのは「100分の160」と、

学校職員給与条例第14条の７第１項中「学校職員が」とあるのは「学校職

員及び長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第１項に規

定する特定任期付職員である学校職員が」と、「当該学校職員」とあるの

は「これらの学校職員」とする。 

３ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例第３条第１項及び第２項、第

13条第２項並びに第14条の７第１項の規定の適用については、学校職員給

与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年長野市条例第46号）第７

条の規定」と、同条第２項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条の規定」と、学校職員

給与条例第13条第２項中「100分の127.5」とあるのは「100分の165」と、

学校職員給与条例第14条の７第１項中「学校職員が」とあるのは「学校職

員及び長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第１項に規

定する特定任期付職員である学校職員が」と、「当該学校職員」とあるの

は「これらの学校職員」とする。 
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長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 新旧対照表【附則第４項関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 ○長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

平成15年12月24日長野市条例第46号 平成15年12月24日長野市条例第46号 

（給与に関する条例の適用除外等） （給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 略 第８条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例第３条第１項及び第２項、第

13条第２項並びに第14条の７第１項の規定の適用については、学校職員給

与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年長野市条例第46号）第７

条の規定」と、同条第２項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条の規定」と、学校職員

給与条例第13条第２項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」と、

学校職員給与条例第14条の７第１項中「学校職員が」とあるのは「学校職

員及び長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第１項に規

定する特定任期付職員である学校職員が」と、「当該学校職員」とあるの

は「これらの学校職員」とする。 

３ 特定任期付職員に対する学校職員給与条例第３条第１項及び第２項、第

13条第２項並びに第14条の７第１項の規定の適用については、学校職員給

与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年長野市条例第46号）第７

条の規定」と、同条第２項中「この条例」とあるのは「この条例及び長野

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条の規定」と、学校職員

給与条例第13条第２項中「100分の112.5」とあるのは「100分の160」と、

学校職員給与条例第14条の７第１項中「学校職員が」とあるのは「学校職

員及び長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第１項に規

定する特定任期付職員である学校職員が」と、「当該学校職員」とあるの

は「これらの学校職員」とする。 

 


